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研究成果の概要（和文）： 

被差別部落のひとり親家族に焦点をあて、アンケート調査とインタビュー調
査によって、被差別部落のひとり親と子どもが被ってきた複合差別と社会的排
除の実態を明らかにするとともに、複合差別や社会的排除による日常生活への
ダメージについて考察した。 

 
研究成果の概要（英文）：This study, which focuses on single-parent families of the 
Buraku community, elucidates through questionnaires and interviews, the reality of 
multiple forms of discrimination against and exclusion of single-parent families with 
Buraku backgrounds, and discusses the negative impacts that may have been caused in 
their daily life. 
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１．研究開始当初の背景 
研究代表者の神原は、1990年代から被

差別地区の親子関係や実態調査に関わっ
てきた。そのなかで、被差別地区は、地
区外よりも離婚率、母子世帯比率が高い
ことに気づいた。また、近年、在日コリ
アンの方々と交流するなかで、同様に、
離婚率や母子世帯比率が高いことを知る
ことになった。他方、神原は、長年、日
本の母子家族の実態把握や支援に関わっ
てきたが、被差別地区や在日コリアンの

方々において、離婚率の高さや母子世帯
比率の高さは、日本社会におけるマイノ
リティであることの差別や排除が関わっ
ているのではないかと考えるにいたった
。そうであれば、被差別地区出身の母子
家族や在日コリアンの母子家族は、わが
国において、マイノリティ、女性、母子
家族という３重の差別を経験している可
能性があり、この点を、ぜひ明らかにす
る必要があると考えた。 
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２．研究の目的 
本研究では、被差別地区出身者や在

日コリアンでひとり親家族になって
いる親と子どもに焦点をあて、わが国
の社会においてマイノリティである
ことによる差別や排除が離婚や非婚
によるひとり親家族となったことに
どのような影響を及ぼしてきたのか、
さらに、マイノリティのひとり親家族
であることが、彼女たちの生活の営み
にどのような影響をもたらしている
のかという、マイノリティであること
の差別や排除とひとり親家族である
ことの差別や排除との相互の関連を
明らかにし、差別や排除が複合化する
メカニズムの解明と、そのことが、当
事者の日常生活にどのようなダメー
ジをもたらしているのかという点に
ついて、生活者の視点から解明する。 
 
３．研究の方法 
（１）大阪、福岡、鳥取、徳島において、

被差別部落出身のシングルマザー約

500 名を対象にアンケート調査を行う。 

 （２）被差別地区出身のひとり親家族

の親と子どもたちを対象に、20 組程度、

インタビュー調査を実施する。 
 
４．研究成果 
＜神原＞ 

被差別部落シングルマザーへのアンケ

ート調査から明らかになってきたことを、

次のように整理できる。 

第１に、結婚類型として、「自身は被差

別部落出身、相手は出身ではない」とい

う組み合わせが半数以上を占めるという

ことである。第２に、元配偶者からの DV

体験の比率の高さを指摘できる。部落男

性から部落外女性へ、部落外男性から部

落女性へのＤＶの比率が高く、暴力に関

しては、部落か部落外かの違いはなく振

るわれていると言える。第３に、被差別

部落母の特徴として、中卒、高校中退の

比率の高さ、できちゃった婚の比率の高

さ、日本全体の平均初婚年齢よりも結婚

年齢が２歳程度低いことを指摘できる。

できちゃった婚で早婚であることは、結

婚生活が不安定となる要因のひとつとな

りうる。第４に、彼女たちの 3 割が両親

の離婚を経験しており、そのことが低学

歴とも関連していると言えるだろう。第

５として、部落差別、DV 被害、被差別部

落内の女性差別、そして、ひとり親差別

の関連による複合的な被差別体験のパタ

ーンを捉えることができたことの意義は

大きい。 

 インタビュー調査をふまえて、部落女

性たちの結婚、離婚、子づれシングルの

なり方における部落差別の実態について

検討した。とりわけ、部落外男性によっ

て部落女性が選ばれるという、選ぶ－選

ばれる関係になっていたのではないかと

も推察される。結婚における選ぶ－選ば

れる関係は、夫と妻を優位－劣位、支配

－服従関係に位置づけやすい。部落外男

性と部落女性との結婚において、部落差

別の存在が、男性の地位を引き上げ、女

性の地位を引き下げる働きをしているの

ではないか。もし、そうであれば、「部落

差別が男女関係を不平等化させる働きを

する」ということになる。 
 
＜大西＞ 
 ＯＥＣＤのデータによると、日本にお
けるひとり親家族の貧困率は 50％を超し
ており、先進国のなかでもかなり高い方
だといえる。そこで、被差別部落出身の
シングルマザーの方々を対象とするアン
ケート調査結果を、就労の実態などに重
点を置きながら分析したところ、次のよ
うな知見が得られた。 
・就業形態、給与算定基準や労働時間な
どを結婚出産前、ひとり親家族になる前、
ひとり親になった直後、現在の時系列で
追ってみると、結婚出産前には相対的に
正規雇用で勤務している者の割合が高く
それにともない給与形態が月給であった
り、労働時間が比較的フルタイムに近い
ものが多かったりするものの、結婚・出
産を経て非正規雇用の者や無職の者、賃
金形態が不安定であったり、労働時間の
短い者が増加していることが明らかとな
った。ただし、現在になると、雇用の状
況が安定している者の割合が若干増えて
いる 
・現在の就業の実態に関連して社会保険
の実態についてみてみると、雇用保険に
加入している者が約 5 割、労災保険に加
入している者が約 3 割と、相当に低い数
値となっており、雇用の不安定性がうか
がえる。 
・転職を希望する者、現在無職で働きた
いと考えている者に対して、仕事に就く
場合に重視することをきいたところ、雇
用の安定性や収入の高さ、土日に休める
点を重視している者が多いことが分かっ



た。ひとり親として就労と子どものケア
を両立するために、これらの項目が重視
されている可能性が考えられる。 
 被差別部落出身のシングルマザーの
方々を対象としたインタビュー調査につ
いて、どのような社会政策を活用してい
るのかをみてみたところ、同和対策事業
に由来する保育所や公営住宅を利用して
いる者が一定数みられた。同和対策事業
に由来をもつ隣保館職員との相談によっ
てさまざまな資源に結び付いている例も
みられ、同和対策事業に由来する政策が、
被差別部落のシングルマザーの方々にと
って地域福祉の資源として有効に機能し
ている点がうかがえる。 
 一方で、ひとり親家庭の支援を目的と
する一般施策の一環として配置されてい
る母子生活支援員についてはインタビュ
ーのなかではほとんど話されないなど、
一部の社会政策にはまだうまくつなげら
れていない現状もうかがえる。 
 
＜熊本＞ 
インタビュー調査分析においては、セ

ンのケイパビリティ論に依拠し、選択主
体としての個人的条件と主体をとりまく
社会的制度的条件との相互作用によって、
被差別部落のシングルマザーたちが、ケ
イパビリティをどのように広げているの
か、その語りを分析した。結果、成育環
境が、被差別部落のシングルマザーたち
の結婚観・リプロダクティブ観・子育て
観に影響を及ぼしていること、就労や教
育がケイパビリティ拡大のためには重要
な条件であること、住宅・保育所・支援
ネットワーク・社会組織・社会ネットワ
ーク・情報などの社会的制度的条件の整
備と生存のための資源が被差別部落には
存在しており、これらが被差別部落のシ
ングルマザーのケイパビリティと関連し
ていることなどが知見として得られた。
今後の課題として、被差別部落のシング
ルマザーの主体性と共同性の関係性を明
らかにすることを提起した。 
生活実態調査に関するアンケート調査

分析においては、「生活満足度」「生活状
況」「現在感じている悩みや不安」の内容
や背景について検証した。また、成育家
庭における子ども時代の経験や、差別や
暴力の経験が現在の生活に及ぼしている
影響、それらとシングルマザー自身の子
育てとの関連についても明らかにした。
さらに、生存のための資源としての「相
談できる人や機関」の有無や多少に見ら
れるシングルマザーたちの階層性を確認
した。続いて、被差別部落出身者として
のアイデンティティや被差別部落のシン

グルマザーたちのジェンダー意識につい
ての分析を試みた。 後に、今後の課題
として、差別の交差に関する実態把握の
さらなる調査や分析、被差別部落のシン
グルマザー特有の問題・ニーズに配慮し
た支援、制度の枠を超えたトータルな支
援、社会的なネットワークの構築、社会
構造的な問題・要因への取組、階層に配
慮した支援、共助のしくみづくり、など
が必要であることを提起した。 
 
＜宮前＞ 

アンケート調査とインタビュー調査を

分析し、以下のような知見が得られた。 

・被差別部落出身者への結婚差別の影響

は長期間において、また多岐にわたって

被差別当事者とその子どもに影響を及ぼ

していることがわかった。また多くの人

がそれを誰にも相談せず、ひとりで乗り

切っていることも判明した。ゆえに結婚

差別については、差別を乗り越えるため

だけの支援ではなく、その後の精神的ケ

アなども含めたきめ細かな視点に立った

支援が望まれる。 

・部落のシングルマザーたちの７割近く

がドメスティック・バイオレンスの被害

者であることもわかった。しかしながら

公的な相談機関などはほとんど利用して

おらず、行政が率先して相談先の周知を

図るとともに、地域内の運動団体ともリ

ンクした相談体制の構築が期待される。

と同時に、被差別部落においてもジェン

ダーに基づいた男女関係の見直しが求め

られる。 

・「部落出身」を子どもに伝えることにつ

いては、母親自身が「部落出身」をいか

に捉えているかと相関関係があり、それ

を積極的に捉えることが子どもに伝える

行為につながっていた。すなわち他者か

ら与えられた「被差別」という否定的な

徴を肯定的に読み替える行為が、子ども

への「部落出身」の伝承を可能にしてい

たことが判明した。 
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